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Ａ １ － 1 5 6

５ 年 保 存 ( 常 )

（平成31年12月31日まで）

ＦＮ．Ａ１－４－０

鹿 務 第 3 2 6 号

平成 2 6 年３月 2 4 日

各 部 長

各参事官 殿

各所属長

本 部 長

担当 情報公開係 ℡

鹿児島県警察における訓令等の公表基準について（通達）

訓令等の公表については，「鹿児島県警察における訓令等の公表基準について（通

達）」（平成 18 年８月 17 日付け鹿相第 81 号。以下「旧通達」という。）に基づき実施

してきたところであるが，この度，警務部相談広報課の情報公開係及び文書係の業務

が警察本部警務課に移管されることに伴い，旧通達の内容を一部改正した（ の部

分を改めた。）ので，各所属長にあっては，所属職員に周知徹底の上，その運用に誤

りのないようにされたい。

なお，この通達は平成 26 年３月 24 日から施行し，旧通達は廃止する。
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別添

鹿児島県警察における訓令等の公表基準

１ 趣旨

警察行政の透明性を確保し，県民に対する説明責任を果たすため，鹿児島県警察

（以下「県警察」という。）の訓令等を原則として公表することにより，県民の理

解と協力の下に警察行政を円滑に運営することを目的とする。

２ 公表の基準

県警察が保有する警察行政に関する情報について，次に掲げる基準により公表す

る（以下「公表情報」という。）。

⑴ 条例，公安委員会規則，公安委員会告示及び本部長告示（以下「条例等」とい

う。）

条例等については，県公報でも公表されていることから，全文を公表する。

⑵ 県警察の施策を示す公安委員会規程，本部長訓令及び本部長通達は（以下「訓

令等」という。）

ア 鹿児島県情報公開条例（平成 12 年鹿児島県条例第 113 号。以下「条例」と

いう。）第７条各号に掲げる不開示情報を含まないものについては，全文で公

表する。ただし，県警察の内部管理に関するもの，専ら技術的・補足的事項を

定めるものその他県民生活に影響を及ぼさないもの，例えば

① 県警察の内部管理（人事，会計，給与，福利厚生，施設，教養等）に関

する訓令等

② 専ら技術的・補足的事項を定める訓令等

③ その他県民生活に影響を及ぼさない訓令等

は，除くものとする。

イ 条例第７条各号に掲げる不開示情報を含むものについては，その名称及び概

要を公表するよう努めるものとする。

ウ 県警察の施策を示す訓令等に当たらない訓令等についても，県民の関心の高

い事項を内容とするものについては，本基準の目的に照らし，可能な限り幅広

く公表するよう努めるものとする。

３ 公表の方法

鹿児島県警察ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載するととも

に，鹿児島県警察情報センター（以下「警察情報センター」という。）には，公表

した公表情報を備え付け，一般の閲覧に供することとする。

４ 公表の時期

公表情報については，発出後，速やかに公表するものとする。ただし，発出後速

やかに公表することが適当でないと認める場合は，当該事情がなくなった後，速や

かに公表するものとする。

５ 公表の期間

公表の期間については，当該公表情報が効力を有する期間（保存期間）とする。
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ただし，効力を有する期間内であっても，公表情報の内容により公表の期間を短縮

することができる。

６ 公表要領

⑴ 公表要否の協議

訓令等の起案を行う所属長（以下「起案所属長」という。）は，「公表の基準」

に基づく公表を要すると認められる訓令等の発出に際し，公表の要否について本

部警務課長と事前に協議するものとする。

⑵ 公表の承認

起案所属長は，公表する訓令等について，警務部長の承認を受けるものとする。

⑶ 公表情報の提出

起案所属長は，公表情報の写し及び公表用データ（フロッピーディスク等電磁

的記録媒体に記録された当該訓令等にデータ）を本部警務課長に提出するものと

する。

⑷ ホームページへの登載及び窓口への備付け

本部警務課長は，起案所属長から提出を受けた公表情報をホームページに登載

するとともに，警察情報センターにその写しを備え付けるものとする。

７ 公表上の留意事項

⑴ 訓令等の公表に当たっては，条例第７条各号の不開示情報が含まれていないか

などを慎重に判断すること。

⑵ 複数の所属に関係する訓令等を公表する場合は，事前に関係所属と協議し，起

案所属長が公表手続を執ること。


